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● はじめに 

 

第１章 新型インフルエンザ等対策について 

～新型インフルエンザ等の発生に対する危機管理～ 

（内閣官房新型インフルエンザ等対策室資料より） P1～P4 

 

 

第２章 インフルエンザとは               P5 

 

第３章  インフルエンザの予防は             P6 

 

第４章  インフルエンザにかかってしまったら…      P7～P8 

 

第 5 章 その他の感染症について 

１． 食中毒について              P9～P10 

２． 感染性胃腸炎について           P11～P14 

 

● おわりに 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● はじめに  

 

  

新型インフルエンザとはどんなものでしょう？ 

新型インフルエンザとは… 

新型インフルエンザは、一般的に国民が免疫を持っていないもので、全国的な流行

により、生命や健康に大きな影響を与えるおそれのあるものをいいます。 

 

この病原性の高い新型インフルエンザが国内で発生して、全国的に急速にひろが

りそうな場合には、国民の生命・健康の保護、国民生活や経済への影響を最小限に

するために内閣官房より「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行います。 

第１章では、内閣官房新型インフルエンザ等の対策掲載いたします。 

第２章からは、新型インフルエンザ等の対策においても大切な、日ごろからの感

染予防についてを掲載します。 

毎日の生活の中でお役立てください。 

 

 

※平成 21 年 7 月に流行した新型インフルエンザは治まり、今では季節性イン

フルエンザとして取り扱われています。 

 ※毎年に流行するインフルエンザを季節性インフルエンザといいます。 
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第２章 インフルエンザとは  

１．インフルエンザの症状は？ 

新型インフルエンザと季節性のインフルエンザは似ています。 

突然の高熱・セキ・ノドの痛み、頭痛、体のだるさ等の症状があります。 

 

２．インフルエンザは重症化するの？ 

ほとんどの方は軽症で回復します。持病のある方や次の方は重症化するリスクが

高いと言われています。感染予防をし、かかってしまったらできるだけ早く治療を

受けましょう。 

・慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・糖尿病等の代謝疾患 ・腎機能障害 

・ステロイド内服等による免疫機能不全 ・妊婦 ・乳幼児 ・高齢者 

 

３．どうやってひろがるの？ 

新型インフルエンザは、ほとんどの方が免疫を持っていないため、感染が広がり

やすいとされています。しかし、広がりかたも季節性のインフルエンザと同じです。 

 

 ●飛沫感染…かかった人のセキやくしゃみからウィルスを吸ってしまう。 

●接触感染…ウイルスが付いた物に触った直後、目、鼻、口に手で触れてしまった。 

  

※ウイルスは、生き物の体の中でしか生きられませんので、排出された直後は感染

の危険はありますが、その後、数分で感染力を失います。 
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第３章 インフルエンザの予防は 

 

基本的には新型も季節性インフルエンザの予防対策と変わりません。 

 

まず、手洗い・うがいです！！ 

外出後は必ず、手洗い・うがいをしましょう。 

咳やくしゃみをしている人には「咳エチケット」（マスクの着用）をお願い 

ましょう。 

 

 

１．人の集まる場所ではどうしたらいいの？ 

集会やスポーツ大会の開催自粛は呼びかけていません。ただし、病み上がりや体

調不良気味の方、発熱症状のある方には参加を控えてもらうようにしましょう。 

 

2．マスクは感染予防にききめはあるの？ 

マスクは飛沫感染を防ぐ効果があります。咳やくしゃみのある方は着用しましょ

う。 

しかし･･･感染予防のためのマスクは、混みあった場所での感染予防策のひとつ

ではありますが、屋外や混んでいない場所では効果はあまりありません。 

 

   咳をしている人や発熱のある人に近づかないこと。人混みの多い場所は避けるの

がよいでしょう。 
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咳エチケット 



第４章 インフルエンザにかかってしまったら 

 

１.  どんな症状が出たら インフルエンザ？ 

  まずは、周りでどんなインフルエンザが流行っているかを注意しましょう。 

急な 38℃以上の発熱で、咳やノドの痛みがあるときは感染が疑われます。 

  

インフルエンザが疑われた場合は、いくら仕事があっても無理をせず仕事を休み、

受診し、治療を受けましょう。実はこの無理な出勤が、集団感染の大きな原因となり

ます。 

 

※症状で季節性インフルエンザと新型インフルエンザを見分けることはできません。 

 

 次のような症状が出たら、なるべく早く受診しましょう。 

   

こどもの場合 

 ●呼吸が速い。息苦しそうにしている。 

●顔色が悪い。（青白い・土のような色） 

●吐く、下痢が続いている。 

●声をかけても答えない。反応がにぶい。意味不明の言葉を話す。 

●遊ばずクタっとしている。落ち着きがない。 

●上のような症状が３日以上続いているが一向に良くならない。 

 

 

大人の場合 

●呼吸困難、息切れがある。 

●胸の痛みが続く。 

●嘔吐、下痢が続く。 

●３日以上熱が続く。 

●上のような症状が長引いて悪化してきた。 

  

※受診時は医療機関に連絡し、「インフルエンザ感染の可能性があります」と告げ、

受診時間、入り口、待合場所を相談し、必ず「咳エチケット」 

(マスク着用)で、感染をひろげないようにしましょう。 
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２．インフルエンザの診断方法は？ 

まず急な 38℃以上の発熱と咳、のどの痛み。そして診断キットで陽性の場合

で、さらに周辺の地域で流行しているときに診断されます。 

確定診断は、重症化するおそれのある方に行われる場合が多く、みんなが確定診

断を受けるとは限りません。主治医の判断によります。 

 

３．インフルエンザの治療法は？ 

主な治療としては、新型インフルエンザも季節性インフルエンザと同様です。

抗インフルエンザウイルス薬（イナビル・タミフル・リレンザ）の投与です。 

 また、症状を和らげるために、解熱薬や痰をきる薬、セキ止め薬等も処方され

ます。 

 

４．家族がインフルエンザにかかってしまったら 

新型、季節性にかかわらず、できるだけ別の部屋で休んでもらいましょう。と

くに小さい子どものいる場合は注意しましょう。咳エチケットを心がけ、手洗い

を徹底してもらいましょう。家族も患者の世話をした後は、必ず石鹸による手洗

いをし、簡単なアルコール消毒剤を使用しましょう。 
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第５章 その他の感染症について 

１．食中毒の予防について 

  食中毒は一年中、家庭でも発生します。家族で同じ食事をしても体調や抵抗力に

より、家族みんながかからない場合もあります。 

食中毒には、「細菌」「ウイルス」が付着した食品や「自然毒」「化学性」の有害

や有毒なものが含まれる食品がを食べることにより起こります。 

とくに夏場（5 月ごろ）は「細菌性」、冬場は「ウイルス性」が増えます。 

(１) 食中毒の症状 

●吐き気・嘔吐    腹痛や下痢を伴う吐き気・嘔吐 

           突然の嘔吐 

           繰り返す嘔吐 

●腹痛・下痢      腹痛があり、便意はあるがあまり出ない（しぶり腹） 

            差し込むような激痛 

            血の混じった下痢便 

            繰り返す下痢 

●発熱         38℃以上の発熱 

           下痢を伴う発熱 

              ※熱がでないこともあります。 

(2) 食中毒かな？と思ったら… 

症状が出たらすぐにかかりつけ医に受診しましょう。 

 

(受診時の注意） 

 ・市販の下痢止め・吐き気止め・カゼ薬を飲ませないこと。 

 ・いつでも吐けるように袋や洗面器等を用意すること。 

 ・できるだけ横になれるようにすること。冬は保温に気をつけること。発熱時

はおでこや首を冷やすこと。 

 ・嘔吐・下痢のあるときはイオン飲料や経口補水液を持参し、一口づつ与える

こと。 
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（医師に伝えること） 

  ・どんな症状があるか？（下痢・発熱など） 

  ・いつ症状が出たか？ 

  ・３日前からの食事内容や飲食店や販売店等の場所 

  ・吐いたものや便の状態（携帯電話で撮影したものでも） 

  ・食中毒を起こしたと思われる食べ物の残りがあれば、密閉容器に入れ、

袋に入れて持参する。（原因究明に役立つこともある） 

   ・一緒に食事をした人の様子 

 

（感染を広げないための注意） 

 ※感染者の吐物や排泄物はウイルス等が大量に含まれています！ 

 ・おむつ交換やパンツの着替え、吐物の処理はゴム手袋とマスクをして 

行いましょう。 

  交換後の手指は石鹸でしっかり洗いましょう。 

 ・再汚染を防ぐため、蛇口や流し台は消毒をしましょう。 

  

(3)食中毒の予防三原則（とくに５月ころから 10 月ころは要注意！） 

 

●つけない！  食品を菌の汚染から守る。 

・外出後、トイレの後、食事調理前には、石ケンで手をしっかり 

洗いましょう！ 

・夏場は生食を控える。とくにこどもには注意！ 

●増やさない！ すばやく正しく保存して菌を増やさない。 

 ・買い物した食品は、すばやく冷蔵庫で保存し、新鮮なうちに食べ

る。調理後のすぐに食べる。食べないときは冷蔵庫に入れ、食べ

るときに再加熱を（冷蔵庫を過信しなで） 

●やっつける！ しっかり火を通し菌を死滅させる！ 

 中心温度 85 度以上、１分以上加熱する。 
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２．感染性胃腸炎の予防 

      冬場に毎年問題となるノロウイルスによる感染性胃腸炎は強い感染力と、症状が

消えてからの吐物や汚物にウイルスが存在に感染を起こします。家族中で感染しな

いように細心の注意をはらいましょう。 

 

（1）感染経路 

  ・ノロウイルスに汚染された食べ物や飲料水、器具から感染 

  ・感染者の嘔吐物・便から感染 

（2）症 状 

  ・下痢・嘔吐・吐き気・腹痛で１～３日症状が続く 

（３）治 療 

   特効薬はありません。脱水症状にならないように補水（点滴等）が行われます。 

 

（４）家族感染の予防 

   患者の吐物や便を処理している家族が感染する危険性があります。 

     

★マスク・使い捨ての手袋・エプロン等をつけましょう。 

     処理後は捨てるか、直ちに消毒、洗濯しましょう。 

    ★処理後は石鹸で手をしっかり洗い、うがいをしましょう。 

     患者の吐物・便にウイルスが大量に含まれています。処理がうまく 

されていない場合は、約１か月感染源となるおそれがあります。 

 

※過去スキー場近くのホテルで長期に渡り、感染性胃腸炎が大量発生した例が

報告されています。吐物に汚染されたカーペットが原因となりました。見た目

にはきれいにふき取られていたのですが、十分な消毒がされておらず、ウイル

スがとどまっていたようです。 

 

     

★速やかに、吐物・便、汚れた衣類のウイルスを消毒しましょう。 
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（５）消毒のしかた 

①� 吐物・便・汚れた衣類にペーパータオルや古いタオルを掛けます。 

②� 50 倍消毒薬をペーパータオルやバスタオルの上からかけます。 

（先に浸み込ませた物で覆っても良い） 

③②をビニール袋に入れ、新しい 50 倍消毒薬を袋に入れ 30 分つける。 

他の衣類と分けて洗濯する。 

 

（汚れた床の消毒） 

①� 10 倍消毒液を浸した布でおおい 5 分置く。広がらないように、外側から内

側に向けて拭く。 

② 拭き取りに使った布は速やかにビニール袋に入れ、１０倍消毒薬を入 れ、

口を閉じ廃棄する。 

③ 窓を開け、換気を十分にする。 

 

※トイレの取っ手･ドアノブの消毒は 250 倍消毒薬で拭き取ります。 

 

 

（６）消毒薬の作り方 

  用意する物･･･家庭用塩素系漂白剤、ペットボトル、水道水 
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なお 

薄めて作った消毒薬は 

作り置きはできません。 

そのたびに作るようにしましょう。 

 

次のページに 

消毒薬の作り方を 

のせています。 
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● おわりに 

 

  新型インフルエンザや健康に大きく影響する感染症が茨木市内に発生した場合は 

 茨木市でも、市長を本部長とする対策本部を設置し、行動計画に基づいて、いろいろ

な施策を取り組んでいきます。 

  市民のみなさんには、ホームページや広報誌で情報を提供していきます。 

相談体制・医療体制については、大阪府茨木保健所、茨木市にも相談センターを設

置します。 

感染の疑いのある場合等、電話をして指示を受けてください。 

感染症は予防と、かかった場合も、適正な処理や治療を受ければ、軽症で済みます。

テレビやマスコミの特効薬や特定食品等の情報に惑わされず、大騒ぎをするのではな

く、冷静な態度で対処しましょう。 

府や市のホームページ等の感染情報を確認し、市や保健所に問い合わせるようにし

ましょう。 

海外から帰国し感染が疑わしい場合は、外出を控え、帰国者・接触者相談支援セン

ターに相談し、指示を受けましょう。 
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